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情報公開・個人情報保護審査会第５部会 

  開催記録 

 

１ 日  時 令和元年６月２４日（月）１３：３０～１６：３０ 

２ 場  所 情報公開・個人情報保護審査会第１会議室 

３ 出席委員 南野聡部会長，泉本小夜子委員，山本隆司委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和元年（独情）諮問第２５号「附属中学校「平成２７年度勤務時間

記録簿（常勤）」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人東京学芸大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：令和元年（独情）諮問第２６号「附属中学校「平成２７年度校務外出

申請書」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人東京学芸大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（３）事件名：平成３１年（独個）諮問第１３号「本人が取得した特定年度成績評価

に係る保有個人情報の開示決定に関する件（保有個人情報の特定）」 

諮問庁：独立行政法人国立高等専門学校機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（４）事件名：平成３１年（行情）諮問第２０６号「高等学校等就学支援金の支給に

関する審査会の委員名簿の不開示決定に関する件」 

諮問庁：文部科学大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：平成３１年（独情）諮問第１３号「特定個人の「業績一覧届及び予備

審査申請審査願」の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人広島大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（６）事件名：平成３１年（行情）諮問第２７号「「特定年度東京都建築審査会年報

の送付を受けたことが分かる文書（供覧文書を含む）」の不開示決定

（不存在）に関する件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（７）事件名：平成３１年（独情）諮問第１４号「特定年月日に特定労働基準監督署

から書類送検されたことに関連して行われた会議に関する文書の開示

決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：独立行政法人国立病院機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：平成３０年（行情）諮問第５２３号「東京外環道工事等における緊急

時の住民等の避難計画策定に関する関係自治体等との打合せ時の配布

資料の不開示決定に関する件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：平成３１年（独個）諮問第１２号「本人のカルテに係る電子カルテシ

ステムアクセスログの不開示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人千葉大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（10）事件名：平成３１年（独個）諮問第１６号「本人のカルテの閲覧履歴の一部開

示決定に関する件」 

諮問庁：国立大学法人広島大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（11）事件名：平成３１年（行情）諮問第２５９号「「地方教育行政機関の裁量権の

内容がわかる文書（廃止された法令を使用できる場合）」の不開示

決定に関する件」 

諮問庁：文部科学大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（12）事件名：平成３１年（独情）諮問第２２号「吉田寮の建物及び敷地の今後の取

扱いの検討過程等が分かる議事録及び検討案等の不開示決定（不存

在）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人京都大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（13）事件名：平成３１年（独情）諮問第１７号「「門前払いによる診療拒否をする

ことができる権利，権限を有している事が解る文書」等の不開示決
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定（不存在）に関する件」 

諮問庁：独立行政法人地域医療機能推進機構 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（14）事件名：平成３１年（独情）諮問第１８号「特定ビルの耐震改修工事の袋とじ

で作成された工事請負契約書の一部開示決定に関する件（文書の特

定）」 

諮問庁：独立行政法人都市再生機構 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（15）事件名：平成３１年（行情）諮問第４３号「燃費偽装で新しい燃費数字が特定

法人ホームページに載った際の文書の不開示決定（不存在）に関する

件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（16）事件名：平成３１年（行情）諮問第４４号「燃費偽装発覚後に特定車種の正式

な燃費数値を軽自動車検査協会に伝えた際の文書の不開示決定（不存

在）に関する件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

 

（文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局） 


